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伊方発電所原子力事業者防災業務計画の読み替えについて 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。         

さて、この度、日本原子力発電株式会社が運営する「原子力緊急事態支援組

織」の本格運用開始に伴い、当組織の所在地や要員数をはじめとする当組織に

ついての記載を変更いたします。 

また、伊方町の組織名称変更に伴い、原子力災害時における通報連絡先の名

称を変更いたします。 

つきましては、伊方発電所原子力事業者防災業務計画に記す上記内容を、同

防災業務計画の修正までの期間、下記のとおり読み替えることにより運用しま

すので、ご連絡申し上げます。 

敬具  

記 

          

・読み替え内容 

１．原子力緊急事態支援組織の記載を本格運用開始による組織内容に読み替

える。 

２．「原子力防災組織業務の一部を委託するもの」を、原子力緊急事態支援組

織を追加した表に読み替える。 

３．原子力災害発生時における伊方町への通報先名称を「総合政策課原子力

政策室」に読み替える。 

          

・運用開始日         

平成２８年１２月２１日（水） 

          

 ・添付資料         

   伊方発電所原子力事業者防災業務計画読み替え表         

 

 

以 上 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （１／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

  別図２－５    非常準備体制発令基準に達した場合の通報連絡経路 

（発電所内での事象発生時の通報連絡経路） 

 

 

 

 

別図２－５ 非常準備体制発令基準に達した場合の通報連絡経路 

  （発電所内での事象発生時の通報連絡経路） 
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原子力防災管理者
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愛媛県原子力センター
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八幡浜地区施設事務組合消防本部、大洲地区広域消防事務
組合消防本部、西予市消防本部、宇和島地区広域事務組合
消防本部、伊予消防等事務組合消防本部

松山海上保安部、宇和島海上保安部
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伊方町の組織変更に伴う読

み替え 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （２／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

別図２－６    原災法第１０条第１項等に基づく通報連絡経路（１／２） 

（１） 発電所内での事象発生時の通報連絡経路 

 

 

 

別図２－６ 原災法第１０条第１項等に基づく通報連絡経路（１／２） 

（１）発電所内での事象発生時の通報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方町の組織変更に伴う読

み替え 

 

 

 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （３／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

別図２－６ 原災法第１０条第１項等に基づく通報連絡経路（２／２） 

（２）事業所外運搬での事象発生時の通報連絡経路 

 

 

 

 

別図２－６ 原災法第１０条第１項等に基づく通報連絡経路（２／２） 

  （２）事業所外運搬での事象発生時の通報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方町の組織変更に伴う読

み替え 

 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （４／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

別図２－１４  非常準備体制発令基準に達した場合の情報連絡経路 

 

 

 

 

別図２－１４ 非常準備体制発令基準に達した場合の情報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方町の組織変更に伴う読

み替え 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （５／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

別図２－１５     第１種、第２種非常体制発足後の情報連絡経路（１／２） 

（１）発電所内での事象発生時の情報連絡経路 

 

 

別図２－１５ 第１種、第２種非常体制発足後の情報連絡経路（１／２） 

 （１）発電所内での事象発生時の情報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方町の組織変更に伴う読

み替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （６／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

別図２－１５      第１種、第２種非常体制発足後の情報連絡経路（２／２） 

（２）事業所外運搬時での事象発生時の情報連絡経路 

 

 

 

別図２－１５ 第１種、第２種非常体制発足後の情報連絡経路（２／２） 

    （２）事業所外運搬時での事象発生時の情報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方町の組織変更に伴う読

み替え 

 

 

 

 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （７／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

 

別表２－９ 原子力緊急事態支援組織 

 

１．原子力緊急事態支援組織の概要 

実施主体 日本原子力発電株式会社 

所 在 地 
日本原子力発電株式会社 敦賀総合研修センター内 

（所在地：福井県敦賀市沓見１６５－９－６） 

施設概要 事務所兼研修室、資機材保管スペース、訓練施設、宿泊施設、駐車場 等 

要 員 数 ９名（組織長、対応要員） 

２．平常時の主な業務 

資機材の集中管

理 

保有資機材（４．参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。 

資機材の機能向

上及び拡充 

国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上に係る

改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。 

資機材操作要員

の養成訓練 

原子力事業者の要員に対する資機材操作訓練を実施する。 

・場  所：日本原子力発電株式会社 敦賀総合研修センター内、又は原子力 

      事業者との連携訓練実施場所 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定期的（１

回／年）に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力防災訓練

への協力 

原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災事業者

との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善事項を確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

別表２－９ 原子力緊急事態支援組織 

 

１．原子力緊急事態支援組織の概要 

実施主体 日本原子力発電株式会社 

名  称 美浜原子力緊急事態支援センター 

所 在 地 福井県三方郡美浜町久々子３８号３６ 

施設概要 事務所棟、資機材保管庫・車庫棟、屋外訓練フィールド、ヘリポート 等 

要 員 数 ２１名（組織長、支援組織要員） 

２．平常時の主な業務 

資機材の集中

管理 

保有資機材（４．参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。 

資機材の機能

向上及び拡充 

国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上に係る

改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。 

資機材操作要

員の養成訓練 

支援組織要員に対する支援活動に関する教育・訓練を実施する。 

・場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、継続的に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力事業者の要員に対する遠隔操作資機材操作訓練を実施する。 

・場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター内、又は原子

力事業者との連携訓練実施場所 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定期的（１

回／年）に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力防災訓

練への協力 

原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災事業者

との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善事項を確認す

る。 
 

 

原子力緊急事態支援組織の

本格運用開始に伴う読み替

え 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （８／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

３．原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容 

災害発生時の連

絡体制 

 

 

 

 

 

 

※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者 

発災事業者への

支援内容 

・発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を召集し、資機材の輸送準備を開始

する。 

・支援組織から輸送先施設までの資機材の輸送は、陸路による複数ルートのうちから

出動時の状況（災害、天候等）に応じた最適なルートにて行う。なお，状況に応じ

てヘリコプターによる発電所近郊までの輸送も考慮する。 

・災害発生状況に応じた資機材引渡し箇所にて、発災事業者へ資機材を引き渡すとと

もに、発災事業者が実施する資機材操作の支援及び資機材を活用した事故収束活動

に係る助言を実施する。 

・以上の活動については、支援組織本部の指揮命令のもとに実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

４．保有資機材一覧 

 資機材については１回／年保守点検を行う。また、不具合が長期にわたる場合には代替品を補充する。

分類 名   称 数量 保管場所 

遠隔操作 

ロボット 

小型偵察用ロボット ４台 
資機材保管 

スペース 
中型作業用ロボット １台 

除染資機材 除染資機材 １式 
 

３．原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容 

災害発生時の

連絡体制 

(24時間365日

ｵﾝｺｰﾙ体制) 

 

 

 

 

 

 

※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者 

発災事業者へ

の支援内容 

・発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を召集し、資機材の輸送準備を実施

した後、要員を派遣する。 

・支援組織から原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの資機材の輸送は、

陸路による複数ルートのうちから出動時の状況（災害、天候等）に応じた最適なル

ートにて行う。なお、状況に応じてヘリコプターによる原子力事業所災害対策支援

拠点等の輸送先施設までの輸送も考慮する。 

・原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現場まで資機材を搬送する。

・発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする環境情報収集の支援活動を

行う。また、同災害現場における作業を行う上で必要となるアクセスルートの確保

作業の支援活動を行う。 

・支援組織の活動に必要な範囲での、放射性物質の除去等の除染作業の支援活動を行

う。 

・以上の活動については、発災事業者が設置する災害対策本部と連携した支援組織連

絡本部の指揮命令のもとに実施する。 

 

４．保有資機材一覧 

 資機材については１回／年保守点検を行う。また、故障、点検等により必要数が確保できない場合には

代替品を補充する。 

分類 名   称 数量 保管場所 

遠隔操作 

資機材 

小型ロボット（現場偵察（撮影、放射線測定）用） ６台 

資機材保管

庫・車庫棟 

中型ロボット（障害物撤去用） ２台 

無線重機（屋外のがれき等の撤去用） ３台 

無線ヘリコプター（高所からの偵察用） ２台 

現地活動用 

資機材 

放射線防護用資機材 １式 

放射線管理、除染用資機材 １式 

作業用資機材 １式 

一般資機材 １式 

搬送用車両 

ワゴン車（要員・軽資機材搬送） ２台 

大型トラック（重機搬送） １台 

中型トラック（ロボット搬送等） ９台 
 

 

原子力緊急事態支援組織の

本格運用開始に伴う読み替

え 
（平日日中）支援組織長 

(夜間休祭日）連絡当番者 
発災事業者※ 支援組織要員 

１０条通報 
・支援要請 

出動 
指示 

状況報告 

（平日日中）支援組織長 

(夜間休祭日）連絡当番者 
発災事業者※ 支援組織要員 

１０条通報 
・支援要請 

出動 
指示 

状況報告 



 

伊方発電所原子力事業者防災業務計画 読み替え表 

規程名称：伊方発電所原子力事業者防災業務計画 （９／９） 

読み替え前 読み替え後 理  由 

  

別表４－２ 原子力防災組織業務の一部を委託するもの（４／４） 

 

  「防災業務計画命令」第２条第３項に基づき原子力防災組織の業務の一部を委託する法人

の名称、主たる事務所の所在地、業務の範囲および実施方法は以下のとおり。 

 

 法人の名称  日本原子力発電株式会社 

 主たる事務所の 

 所在地 
東京都千代田区神田美土代町１－１ 

 業務の範囲および

 実施方法 

美浜原子力緊急事態支援センター（福井県三方郡美浜町久々

子３８号３６）が実施する支援組織要員派遣、放射線量等の

環境情報収集支援、アクセスルート確保作業支援および除染

作業支援であり、業務の範囲、実施方法は下記のとおり。 

 

業 務 の 範 囲 実  施  方  法  

支援組織要員派遣 ・支援組織要員の派遣 

放 射 線 量 等 の 環 境

情報収集支援 

・遠隔操作資機材等を使用した放射線量測定等による環境

情報収集の支援 

アクセスルート 

確保作業支援 

・遠隔操作資機材等を使用したがれきの撤去作業等による

アクセスルートの確保作業の支援 

除染作業支援 
・遠隔操作資機材等を使用した放射性物質の除去等の除染

作業の支援 

 

 

 

 

原子力緊急事態支援組織の

本格運用開始に伴う読み替

え 

 


